
 千歳市告示第 193号  

 

 

市有財産の売却に係る一般競争入札について、地方自治法施行令第 167条の６第１項の規定に基づ

き、次のとおり公告する。 

 

令和５年８月 30日 

 

千歳市長  横田 隆一    

 

 

記 

 

１ 売却物件の表示 

所在・地番 区分 地目 数量（㎡） 予定価格 

北斗５丁目 791番 62 土地 宅地 3301.22㎡ 149,000,000円 

 ※ 現在の登記簿数量は 3301.24㎡であるが、入札日までに実測数量である 3301.22㎡に地積更正

登記を行います。 

 

２ 入札の参加資格 

（１）令和５年８月 30 日（水）午前９時から令和５年 10月 20日（金）午後５時までに、入札参加

申込書類を持参により提出した者 

（２）千歳市が定める「市有財産（土地・北斗５丁目 791 番 62）売却一般競争入札要領」の内容を

承諾し、順守できる者 

（３）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者 

（４）告示日の日から入札執行日の間に、千歳市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名

停止を受けていない者 

（５）千歳市暴力団排除条例（平成 26 年条例第１号）第２条第１号から第４号までのいずれかに該

当しない者 

 

３ 入札参加申込みに必要な書類 

市有財産（土地・北斗５丁目 791 番 62）売却一般競争入札参加申込書兼誓約書、住民票（法人

の場合は、商業登記簿の全部事項証明書、定款の写し、役員名簿）、印鑑証明書 

※共有名義で申し込みを行う場合は、上記の書類のほかに共有者名簿、委任状（代表者を除く共

有者全員分）が必要。 

 

４ 入札日時及び場所 

＜日時＞ 令和５年 10月 24日（火） 午前 10時 00分から 

 ＜場所＞ 千歳市役所４階入札室 

 

５ 入札保証金 

  入札前までに、本市が発行する納入通知書により、入札保証金（金 7,450,000円）を納入するも

のとする。 

 



 

６ 入札の無効 

 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）入札書を持参ではない方法で提出したもの 

（２）入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

（３）入札書の記載金額を加除訂正した入札 

（４）入札書に記名押印がない入札 

（５）１の入札者又はその代理人が同一事項について２以上の入札をしたときの入札 

（６）代理人が２人以上の者の代理をしてした入札 

（７）入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札 

（８）無権代理人がした入札 

（９）入札に関し不正の行為があった者のした入札 

(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(11) 入札保証金を納付していない者の入札 

(12) 入札保証金納付済を証する領収印がない入札保証金納入通知書の写しを提出した者の入札 

(13) 予定価格を下回る金額による入札 

(14) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

７ その他 

（１）売払物件は、現状有姿での引渡しとする。 

(２) 落札者は、令和５年 10月 31日（火）午後５時までに契約を締結しなければならない。 

 

 

（担当 総務部契約管財課契約管財係） 

 

 


